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八
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林
法
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昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
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第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
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あ
る
旨
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立
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の
伐
採
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方
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の
森
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に
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い
て
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主
伐
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択
伐
に
よ
る
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字
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小
洞
二
六
一
八
・
二
六
二
〇
・
二
六
二
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
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２ 

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
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主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
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、
当
該
立
木
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所
在
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市
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備
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間
伐
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り
と
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度
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植
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次
の
と
お
り
と
す
る
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「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

 

岐 

阜 
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発
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三
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一
月
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五
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)
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き
は
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(
 

)
 

ペ
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縦
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六
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律
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百
四
十
九
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第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
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よ
り
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す
る
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立
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の
伐
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方
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主
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は
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伐
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し
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採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
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所
在
す
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市
町
村
に
係
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市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
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も
の
と
す
る
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㈠ 

立
木
の
伐
採
の
方
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主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

 
 

２ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 
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間
伐
に
係
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森
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の
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る
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県
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第
五
百
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十
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森
林
法
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昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
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す
る
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１ 

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

 
 

２ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
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上
の
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の
と
す
る
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間
伐
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係
る
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林
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次
の
と
お
り
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す
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と
お
り
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る
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の
と
お
り
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省
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の
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係
書
類
を
岐
阜
県
岐
阜
農
林
事
務
所
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山
県
市
役
所

に
備
え
置
い
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縦
覧
に
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す
る
。
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款
変
更
認
証
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
縁
が
わ 

三 

代

表

者

の

氏

名 

小
枝 

正 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
飛 

市
神
岡
町
吉
田
二
九
八
五
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
日
本
古
来
よ
り
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
和
の
心
で

あ
る
「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」
と
「
尊
厳
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、

「
侘
び
」
「
寂
び
」
に
代
表
さ
れ
る
日
本
特
有
の
文
化
の
再
現
と

と
も
に
先
進
的
価
値
観
も
取
り
入
れ
、
精
神
と
肉
体
の
調
和
、
社

会
と
の
調
和
、
自
然
と
の
調
和
を
図
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社

会
づ
く
り
に
寄
与
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

バ
ロ
ー
茜
部
本
郷
店 

 
 

岐
阜
市
茜
部
本
郷
二
丁
目
十
五
番
一 

外 

二 

意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

新
設
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

バ
ロ
ー
坂
本
店
・
Ｖ
ド
ラ
ッ
グ
坂
本
店 

 
 

中
津
川
市
茄
子
川
字
桶
田
二
二
二
二
番 

外 
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二 

意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

新
設
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

（
仮
称
）
マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
各
務
原
那
加
店 

 
 

各
務
原
市
那
加
桐
野
外
二
ヶ
所
大
字
入
会
地
字
中
野
八
番
五 
外 

二 

意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

新
設
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
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